


序　　　　　文

　日本国政府は、グルジア国政府の要請に基づき、同国のグルジア国デジタル地図作成調査を決

定し、独立行政法人 国際協力機構がこの調査を実施することといたしました。

　当機構は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるため、平成16年11月15日

から 12 月 14 日までの 30 日間にわたり、独立行政法人 国際協力機構 上級審議役 神田 道男を団

長とする事前調査団を現地に派遣しました。

　調査団は本件の背景を確認するとともに、同国政府の意向を聴取し、かつ現地踏査を実施しま

した。

　本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資

するためのものです。

　終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

　平成 17 年１月

独立行政法人 国際協力機構
理事　松岡　和久
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第１章　事前調査の概要

１－１　要請の背景

（1）グルジア国〔（国土面積：約６万 9,700km2、人口 495 万人　（以下、「グルジア」と記す）〕で

は、1991年 12月のソビエト連邦社会主義共和国（以下、「ソ連」と記す）崩壊により国家独立

を達成したが、同時に発した民族紛争と内戦により国家経済が著しく落ち込んだ。1996 年以

降、経済成長はプラスに転じ、民生化・市場経済化を推し進めているが、鉄道・道路、エネル

ギー、通信等のインフラ整備が遅れ、経済活動、民生の安定を脅かしている。グルジアはユー

ラシア大陸の東西を結ぶルート上に位置し、地政学的にも重要な位置を占め、社会的・経済的

安定化が求められている。2003 年 11月の無血民主革命により、民主化の定着が今後スピード

アップすると考えられるが、行政の効率化も強く望まれている。なお、国連開発計画

（UNDP）により政府内 IT 化計画を推進中である。

（2）係るなか、縮尺1/50,000の地形図は様々な分野における地域開発及び開発計画の基盤データ

となるものであり、その更新及び数値化は特に重要である。さらに構造改革の計画が進行す

るにつれ、地理情報基盤データ整備の要求がより顕著に強くなってきているだけでなく、行政

支援システムである地理情報システム（GIS）の導入も必要不可欠になってきている。しかし

ながら、既存の縮尺 1/50,000 地形図は 1970 ～ 1980 年にソビエト座標システム（Krasovsky）

で作成されたものであり、1999年の大統領令による座標軸の変更への対応ができていない状

況にあり、また、現在の情報が反映されておらず早期の更新が必要な状況である。民族対立と

内戦、さらに国際通貨基金（IMF）による極度の緊縮財政政策や財政的理由により、自力によ

る更新は困難となっている。このようなことから、2004 年１月にグルジア政府から日本政府

に対し、要請書が提出された。

（3）グルジアの経済改革が進む一方で、援助優先分野として、①財政安定化、②エネルギー分野

の整備、③鉄道、港湾、航空、通信の整備、④農業分野整備、⑤市場経済化支援、⑥社会イン

フラ、環境整備、⑦難民支援があげられており、それら援助優先分野に係る統計資料としての

GIS データベース作成のニーズも高い。

（4）グルジアの測量技術レベルは、隣国アゼルバイジャンの測量局と同じく、ソ連時代あるいは

アナログ時代においてはある程度のレベルを有していた。独立後の民営化により、多くの人

的資源や技術、機材等が移動しており、今後、デジタル化に対応した技術、機材の導入が必要

となっている。

　　上記背景のなか、我が国は事前調査団を派遣し、2004 年 12 月 21 日に実施細則（S ／W）

を署名交換し、国土基本図（1/50 , 000）30 ,000km2 のデジタル化のうち、新規作成（約

10,000km2）、既存図修正（約 20,000km2）を行い、GIS データ基盤の整備を行うとともに、各

援助優先分野のGISモデルデータベースの作成（地理情報販売、共有化、初等教育での学習の

取り組み等、地理情報普及のシステムの提案を含む）を行い、併せてこれらの作成を通じて、

30,000km2 のうち、約 30％をカウンターパート（C／ P）機関自身で作成することで技術移転

を図ることとしたものである。実施機関は、グルジア天然資源環境省の独立機関である国

家測地・地図局（DGC）である。



－ 2－

１－２　事前調査期間

　官団員　：2004 年 11 月 21 日（日）～ 12 月 ２日（木）

　役務団員：2004 年 11 月 15 日（月）～ 12 月 14 日（火）

１－３　事前調査目的

○ 要請の背景、内容の確認

○ 本格調査の実施方針及び S ／Wの協議

○ 協議議事録（M／ M）の協議、署名・交換

○ 先方受入体制の確認

○ 本格調査実施に必要な情報収集

１－４　事前調査団員構成

１

２

３

４

５

６

７

Name

神田　道男

Mr. Michio Kanda

稲葉　和雄

Mr. Kazuo Inaba

吉成　富夫

Mr. Tomio Yoshinari

中条　賢治

Mr. Kenji Chujo

乙井　康成

Mr. Kosei Oto

小林　淳子

Ms.Junko　Kobayashi

横山　英樹

Mr.Hideki Yokoyama

Job title

総　括

Team Leader

地理情報計画

Geography Information

Planning

精度管理計画

Precision Management

Planning

基本図計画／機材計画

Basic Map Planning/

Equipment Planning

GIS計画／研修計画

GIS planning /Training

Planning

通　訳

Interpreter

調査企画

Study Planning

Occupation

上級審議役

Counselor to the President

Japan International Cooperation Agency

国土地理院 地理情報部 部長

Director of Geoinformation Dept.,

Geographical Survey Institute,

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

国土地理院 地理情報部 専門調査官

Research Officer, Geoinformation Dept.

Geographical Survey Institute,

Ministry of Land, Infrastructure and Transport

社団法人 国際建設技術協会

Infrastructure Development Institute

社団法人 国際建設技術協会

Infrastructure Development Institute

財団法人 日本国際協力センター

Japan International Cooperation Center

独立行政法人 国際協力機構 社会開発部

Staff, Urban and Regional Develpment Team

Group III (Transportation),

Social Development Dept.,

Japan International Cooperation Agency

Period

(arr. – dep.)

Nov 21, 2004～

Dec 2,2004

Nov 21, 2004～

Dec 2,2004

Nov 21, 2004～

Dec 2,2004

Nov 15, 2004～

Dec 14,004

Nov 15, 2004～

Dec 14, 2004

Nov 15, 2004～

Dec14,2004

Nov 21, 2004～

Dec 2, 2004
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月　日

11月 15日

11月 16日

11月 17日

11月 18日

11月 19日

11月 20日

11月 21日

11月 22日

11月 23日

11月 24日

11月 25日

11月 26日

11月 27日

11月 28日

11月 29日

11月 30日

12月 １日

12月 ２日

↓

12月 11日

12月 12日

12月 13日

12月 14日

曜日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

↓

土

日

月

火

コンサルタント団員　３名（基本図計画・機材

計画、GIS計画・研修計画、通訳）

成田11：35→ウィーン16：10（OS052）

ウィーン22：15（OS653）→

→トビリシ5：00（OS653）

援助調整ユニット、天然資源環境省観光局、土

地政策局、森林局、国家測地･地図局、法務省

土地管理局、教育科学省、難民・移民省表敬

情報収集

情報収集

情報収集

情報収集

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

補充調査

補充調査

補充調査

↓

補充調査

移動 トビリシ15：40→バクー18：00（J2224）

在アゼルバイジャン日本国大使館報告

移動 バクー22：00→ドバイ0：50（J2015）

ドバイ2：35（JL5090）→

→関空16：25（JL5090）

関空18：30→羽田19：35（JL1316）

官団員４名(総括、地理情報計画、精度管理計画、

調査企画）

移動 成田14：25→イスタンブール19：55（JL5091）

イスタンブール23：10（TK1386）→

→トビリシ2：30（TK1386）

 天然資源環境省DGC、観光局、法務省土地管理局

表敬、トビリシ市内基準点、基線場視察

S／W協議、現地踏査（トリビシ、ゴリ市内）

S／W協議、天然資源環境省表敬

S／W協議、難民・移民省表敬

S／W協議、世界銀行表敬

S／W協議、教育科学省表敬

M／M署名

外務省アジア・アフリカ局表敬

移動 トビリシ13：40→バクー16：00（J2224）

在アゼルバイジャン日本国大使館報告

移動 バクー3：35→フランクフルト5：25（LH613）

フランクフルト13：40（LH710）→

→成田8：40（LH710）

↓

１－５　事前調査行程

日　付 調査行程
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１－６　団長所感

（1）2003 年 11 月に行われた議会選挙の集計結果に端を発した民衆による暴動は、シュワルナゼ

大統領の退陣、サーカシビリ新大統領を誕生させるローズ革命を起こした。現在、新大統領に

より、2004 年９月に政府の大幅な組織改編を行い、政府機構改編及び新国家開発計画の策定

中である。

（2）本件要請時との比較では、グルジア DGCが天然資源環境省傘下の独立した機関として再編

され、援助調整ユニットも外務省から新設された首相府に所属することとなった。先方実施

体制は、外務省が取りまとめ官庁となり、財務省、法務省と調整のうえ、DGCを実施機関とす

る大統領令を発令することで、DGCが実施の責任機関となる。援助調整ユニットは、免税、

通関等の先方の窓口機関となるとの説明があった。

（3）今回、S ／Wの合意に至ったものの、大統領令が未発令のため先方署名には至らなかった

が、先方は、12 月 25 日までに署名ができると説明している。他方、上記のような組織改編、

先方各機関が協議の折に触れ、横の情報の連絡の悪さを指摘していること、また、訪問する各

役所が市内に分散し、かつ雑然としている点を考慮すると、署名までには相応の時間を要する

恐れもある（当方より、既に両国政府の合意文書があり、これを基礎に早急な対応を促してい

る）。

（4）今回は、30,000Km2 の地域の地形図をデジタル化し、あわせて、1999 年に大統領令により指

定された世界標準規格である座標系WGS84 を導入することとしている。

（5）作成されたデジタルの地形図を活用し、土地の民主化（地籍図作成）、観光開発、インフラ

分野（道路、橋梁等）のGISデータ、環境保全に資するGISデータをモデル的に作成すること

としている。このため測地・地図局長を議長とするコーディネーティング・コミッティーを設

置することとしている。

（6）訪問した各省（副大臣ないしは局長）はいずれも日本の今回の協力に感謝するとともに、デ

ジタル地図を有効に活用したいとの強い意欲を示した。

（7）DGCは、小規模な組織ではあるが、局長（ロシア語は強いが英語は解さず）の強いリーダー

シップの下で、約７年前にドイツ技術公社（GTZ）の協力によって実施した首都トビリシ市の

都市基本図作成の際取得した技術を生かして、各省からの依頼による主題図の作成等に積極

的に取り組んでいる。

（8）今回の協力においても、デジタル地図作成の基本を地図作成を通じ、技術移転することが意

義あるものと感じられ、協力終了後、先方実施機関が、移転された技術を生かし、地図作成を

継続することが期待される。

（9）今回の調査では、首都トビリシ市及びスターリンの生誕の地であるゴリ市（トビリシ市よ
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り車で約 1.5 時間）の視察を行ったが、トビリシ市における交通インフラは、道路幅、道路付

属物等それなりに整備されており、信号機やロータリー、地下鉄（1958 年開設の由）、トロー

リーバス（相当古い）の運行が続けられている。他方、これらは、統一的な考えで整備されて

いるとは考えにくく、交通渋滞も起こっており、交通計画、交通安全計画の必要性を感じさせ

る状況にある。どういうわけか、官庁も各局ごとに市内に分散し、建物も老朽化しており、IT

化には大変遅れている状況にある（現在UNDPが協力中とのこと）。トビリシ市内では、ビル

の建設、道路の補修といった投資事業がほとんど行われておらず、1950 年代のインフラをそ

のまま活用しているとの印象を受けた。トビリシ市、ゴリ市間は、一歩市外に出ると全くの農

業地帯であり、アジアによくみられる郊外型の工場（コカコーラの工場、農産加工の工場、部

品メーカーの工場）といったものは見受けられなかった。

１－７　地理情報計画団員報告

（1）国家測地・地図作成機関の技術の現状

　　グルジアでは、1980 年頃までの旧ソ連時代に地図作成に力を入れ、相当程度の整備が実施

されていた。縮尺的には、1/10,000、1/25,000、1/50,000、1/100,000、1/200,000、1/500,000、

1/1,000,000 の地図が整備され、DGC の技術力も維持されていた。しかしながら、1980 年頃

から、諸般の事情により、地図の維持更新があまり行われず、経験ある技術者の退職などもあ

り、技術的には停滞している。また、デジタル技術やGIS 等の新技術に関しても、十分取り入

れているとは言い難い状況である。

　　なお、職員構成は年配者が多く、20 代の技術系職員は、２名程度とのことである。

（2）本格調査実施上の留意点

1）　DGC の地図作成技術レベル

　　DGC では、1980 年以後地形図の作成、更新は、あまり行われておらず、熟練技術者も少

ない。解析図化機を用いて地図作成が実施できる技術者は６名程度いるとのことであった

が、常時就業している職員はその一部の模様である。したがって、本プロジェクトを通じ

て、地図作成・更新の一連の作業を DGC の職員だけで実施できるよう、１人でも多くの職

員に技術移転することが必要である。

2）　DGC の GIS 技術レベル

　　DGCでは、デジタル地図の利用、GISの構築の経験がほとんどないため、GISの技術レベ

ルは高いとは言い難い。デジタル技術に関しては、既存地形図の数値化等の初歩的作業を

実施できる職員は６名程度いるが、GISの構築・利用に関して経験のある職員はいない。し

かしながら、職員のGIS等新技術に対する関心は高いため、今後、本プロジェクトを通じて

技術移転を図ることが望まれる。

3）　関係省庁の状況

　　事前調査団の滞在期間中、以下の関係省庁を訪問して、地理情報整備の状況、数値化の現

状、GIS に関するニーズの聞き取りを行った。

・天然資源環境省観光局

・法務省

・教育科学省
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・天然資源環境省（地理局、森林局、国土整備局、水理気象局）

・難民移民省　

　　それぞれの省庁は、今回のプロジェクトに関して大いに関心を有しており、積極的に協力

したいという反応であった。地理情報整備に関しては、紙地図ベースではそれなりの情報蓄

積があるが、それらのデジタル化に関してはほとんど行われていないかあるいは行われて

いてもごく一部である模様であった。一部の部局においては、外国の援助等によりデジタ

ルデータ整備、関連機器の整備が本格的に行われていた。

　　各省庁とも、5）で述べるコーディネーティング・コミッティーへの参加の意欲を示して

いたが。しかしながら、それはコミッティーに参加すれば、本プロジェクトにより自組織の

保有するデータのGISモデルシステム化を（自分のところは特に何もせずに）やってもらえ

ると思いこんでいるように見受けられた。プロジェクト実施にあたっては、関係省庁の

データ整備の現状、技術レベル、GIS 化の費用対効果を検討し、モデルシステム作成の優先

順位を決定する必要がある。

4）　GIS モデルシステム

　　関係省庁は、自分の保有するデータを利用してGISモデルシステムを構築することを期待

している。しかしながら、今回のプロジェクトで考えているモデルシステムは、今回整備す

るデジタル地形図情報を有効に利用するシステムの構築を目的としており、各省庁の紙

ベース情報をデジタル化・GIS化するのが主目的ではないことを、理解してもらう必要があ

る。すなわち、基本となる地図情報とモデルシステムはプロジェクトのなかで整備するが、

各省庁の保有するデータのデジタル化とGISへの入力はそれぞれの省庁の責任で行うことを

明確化し、各省庁の理解・協力を得る必要がある。その際、省庁によっては、関係機器（パ

ソコン等）や技術者のリソースが非常に少なく、自力でのデータ入力がはなはだ困難である

ことがあることも考慮する必要がある。

5）　コーディネーティング・コミッティー

　　コーディネーティング・コミッティーについては、各省庁ともに関心を示し、積極的に参

加したいとの意向を示している。これは、歓迎すべきことである。しかしながら、コーディ

ネーティング・コミッティーのイメージは、省庁ごとに違っているように思われる。

　　実施にあたっては、コーディネーティング・コミッティーの目的と性格を明確にし、参加

者の意志を統一することが必要と思われる。そのときに、コミッティー（各省局長クラスが

メンバーになると思われる）は基本方針を検討する場とし、技術的詳細についてはサブコ

ミッティー（タスクフォース、分科会等）で検討する構造にするのが適当と思われる。

　　なお、コミッティーの議長と事務局については、本プロジェクトとの関連及びデジタル地

形図情報の共通利用の観点から、DGCが担当し、調査団と協力して会議をリードするのが

適当と思われる。

6）　プロジェクト成果の有効利用

　　本プロジェクトでは成果として、1/50,000 地形図、デジタル地形図情報、モデルGISが作

成されるが、それらに関しては、可能な限り広い分野で利用されることが必要である。その

ためには、成果の一般への公開を原則とし、販売価格も安価に設定することが望ましい。ま

た、関係省庁、教育関係機関、学術研究機関等については、無償で提供することも検討する

ことが有益であると思う。
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　　特に、政府関係機関では、今回の成果は共通で利用する基本地理情報であると位置づけ、

全省庁で利用することの合意を得ることが有用である。

7）　更新のための方策

　　関係省庁の聞き取り時に、今回成果の維持更新や未整備地域の整備について、更なる技術

協力の希望が出された。基本的には、国土の約４割について今回のプロジェクトで完成

し、技術移転も行われた後は、グルジアの自助努力で実施することが望ましい。しかしなが

ら、現在のグルジアの財政状況では、非常に困難であることは容易に想像できる。

　　本プロジェクトが成功し、その成果が広くグルジアで活用されることが必要である。そ

して、成果の販売利益等により、維持更新費用の一部でも賄えるような仕組みを検討する

必要がある。そのために、我が国はグルジアに対して本プロジェクトを通じて、地形図作成

の技術移転だけでなく、成果の利活用に関しても適切な助言を行うことが有益である。

（3）所　感

　　DGCの技術レベルは、残念ながらそれほど高くはないが、それだからこそ技術協力が必要で

あり、本プロジェクトを実施する意味がある。しかしながら、測量・地図局幹部は、我が国の

技術協力の目的と方法を十分理解しており、プロジェクト実施の過程で、適切に指導すれば技

術協力の効果が十分あがると思われる。

　　グルジアは、経済・財政状況はよくないが、国民の教育レベルは決して低くない。また一部

の民間企業ではGIS関連の新規事業を開始しているという情報も事前調査団滞在中に得た。本

プロジェクトが成功し、所期の目的を達成して、グルジアの更なる発展の引き金となること

を願うものである。

１－８　精度管理計画団員報告

（1）測量・地図作成機関の概要

　　グルジアの国土地理院にあたる DGC は、全国の地形図作成と更新、空中写真の管理、国家

基準点の新設及び維持管理が主な業務である。年間予算1,680万円、職員数90名である。主

な測量器材は、位置情報システム（GPS）装置３台、トータルステーション２台、測距儀

２台、レベル５台、解析図化機２台、点刻機１台、偏歪修正機１台、AUTO-CAD装置、プロッ

ター１台、密着焼付機１台、パソコン３台等を所有している。

　　しかし、財政難の影響を受け、全職員90名のうち 40名が無給休暇で自宅待機を強いられて

いる。また、本来行うべき国家基準点の設置や地形図作成・更新作業には、予算がないことか

ら手が付けられないまま放置された状態にあり、現在は法務省所管の地籍図作成、デジタル化

等の委託を受けてわずかな資金を得ている状況にある。

（2）1/50,000 地形図の整備状況

　　グルジアの面積は約６万9,700km2（北海道の５分の４の大きさ）であり、国土全体をカバー

する基本図は 1/50,000 地形図（240 面）である。この地形図は、旧ソ連により 1950 年代初期

に初めて測量されたものであるが、その後 1970 ～ 1980 年代に一度更新されたまま現在まで

30 年近く放置されたままである。

　　これら地形図の保管状況は、これまで DGCが使用していた保管庫が、６か月前に新大統領
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の執務室建設用地として取り上げられたため、地形図原板、ポジフィルム、空中写真ネガフィ

ルム、基準点成果表、テクニカルレポートなどを市内の工科大学倉庫に移している。地形図原

版の正はグルジア国軍が、副は DGC で保管している。

（3）その他の地形図の整備状況

種　類 作成・更新年次 整備面数

・1/10,000 1952～ 1998（国土の85％） 2,850 面

・1/25,000 1952～ 1987（国土の80％） 240 面

・1/50,000 1952～ 1988（全　国） 240 面

・1/100,000 1973～ 1986（全　国） 70 面

・1/200,000 1974～ 1985（全　国） 24 面

・1/500,000 1963～ 1987（全　国） ６面

・1/1,000,000 1977～ 1988（全　国） ２面

（4）1/50,000 地形図の仕様

　　地形図の基準としては、準拠楕円体がクラソスキー、地図投影法がガウス・クリューゲル図

法（横軸等各円筒図法）の旧ソ連統一基準を、地形図の表現基準になる図式も、旧ソ連の統一

図式を採用している。しかし、1999 年の大統領令により、世界座標系（WGS84）への移行及

び UTM 座標を導入することになっている。

　　地形図１枚の区域は、経度差15’、緯度差10’ごとの経線及び緯線によって区画されていて、

縦が約40cm、横が約45cmの図隔で１ kmごとのメッシュが表示されている。色数は墨、藍、

褐、緑の４色刷りで、建物は黒色であるが市街地は褐色のマスク版を、水部は藍色のマスク版

を、植生には緑色のマスク版を使用している。また、注記に関してはロシア語で表記されてい

る。

　　この地形図の表現内容は、旧ソ連軍の参謀本部が軍事目的を前提として作成したものである

ため、今後整備するデジタル地形図は、グルジア国内の各省庁が共通の国土基盤データとして

利用できるように、一般的な図式体系に整理する必要がある。

（5）1/50,000 地形図の精度

　　地形図作成において、必要な測量精度を確保するためには、測量作業規程、図式規定等の測

量作業及び地形図作成の測量精度を規定した基準が不可欠である。グルジアでは、旧ソ連が

1920 年頃に設置した基準点（三角点、水準点）や基線場（距離の検定）が保存されており、基

準点の標石も全国に約 4,000 点設置してある。また、測量作業規程や図式規定も作成、利用し

ているため、地形図の平面位置、高さとも一定の測量精度が確保されているものと思われる。

　　しかし、サンプルとして収集した1/50,000地形図は、1954年に測量、1976年に一度修正し、

その後1980年に再印刷しただけで30年近く修正していないものであった。そのため、時間的

精度では経済活動が活発に行われている市街地や都市周辺部では、経年変化により地形図と

現況との差異が著しいものと思われることから、作業効率、地形図精度を考慮して、都市部周

辺においては新規作成が妥当であると思われる。
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（6）所　感

　　グルジアにおける地図作成機関の DGC は、長期にわたる国家財政難の影響を受けて、国土

基本図である1/50,000地形図の1950年代作成、1970～1980年代の更新以降は一度も更新でき

ない状況にある。1991年の旧ソ連からの独立前には1,200名いた測量技術者が私営企業等に流

出して、現在では少ない予算、限られた人材、老朽化した器材で細々と委託作業を消化してい

るように感じられた。

　　最近の DGC では、ドイツの支援による地籍測量（都市部 1/500、農村部 1/5,000）を法務省

から委託を受けて写真図化、数値編集を行っている。基準点においては、1999年の大統領令に

より世界座標系（WGS84）への移行が決定しているが、これまで実施されていない。ただし、

WGS84 に移行するため、アメリカの援助でGPS基準点を 70点設置して 10点はアメリカが観

測済みである。

　　地形図作成に必要な図化機、編集装置、GPS装置、レベルなどは、所有台数が少なく機材そ

のものも古くて陳腐化が激しく、今後とも測量精度を維持していくことは困難と判断され

る。

　　DGCは、地籍図作成を通じて一定の技術力を有してはいるが、地籍図とは土地の筆界を明

示した白図に近い実測図であり、1/50,000地形図のような高度な地図編集技術をもち得ている

かどうか疑問であるため、技術移転のなかで地物の取捨選択、転移、編集方法等を習得させる

必要がある。

　　今回の地理情報基盤データ（1/50,000 デジタル地図作成）の事前調査を通じて、本格調査を

実施する上での留意点は、

①　地図作成工程の一連作業をOJT、集団研修等を通じて技術移転を図ること（GPS測量、世

界座標系WGS84 変換作業、現地調査と取捨選択、デジタル図化、転移と編集、構造化、

GIS 構築、DB 管理、データ更新など地図作成の現地作業、室内作業など最新技術を修得さ

せて、技術協力終了後においても、グルジアが独自に地図作成を継続できることが望まれ

る）。

②　GISモデルシステムの構築とGISデータの公開及び普及活動に中心的な役割を果たすこと

（GIS基盤データを政府機関で共有することが理想ではあるが、ネットワーク化が実現してい

ない段階では、GIS 基盤データが存在することを広く知ってもらうことも重要）。

③　測量器材の便宜供与を図ること（人材育成の技術移転とともに、不足している測量器材の

提供に配慮していただきたい）。

　　C ／ P 機関の DGC は、局長自らが事前調査団の訪問先の予約取り付け、S ／ W、M／ M

協議における真摯で熱意ある対応、何よりも事前調査団との打ち合せを最優先で行うな

ど、３年越しの本事案に対する期待度が大きいことがうかがえた。DGCは、本格調査での経

験を生かして、期待されるグルジアの地理情報作成機関になられることを大いに期待した

い。
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１－９　関係機関表敬議事録

（1）グルジア天然資源環境省 DGC 表敬

　　出席者：ギビ ケケリゼ（Givi KEKELIDZE）局長、事前調査団

　　神田総括から事前調査概要説明後、主な議事については、次のとおり。

1）　グルジア側として、本調査の重要性は認識しており、各関係省庁の協力の同意は得てい

る。

2）　S ／ Wの署名については、大統領令の発令が必要で時間を要することから、官団員が出

発するまでの署名は困難であるので、官団員帰国後、コンサルタント団員の補充調査期間中

に署名を交わせるよう調整することにした。

（2）グルジア天然資源環境省 観光局表敬

出席者：サバ キクナゼ（Saba KIKNADZE）局長、ギギ クパラドゼ（Gigi KUPARADZE）

企画開発部長、ギビ ケケリゼ（Givi KEKELIDZE）測地・地図局長、事前調査団

　　事前調査団からの事前調査概要説明後、主な議事については、下記のとおり。

1）　現在のグルジアの観光情報に関しては、観光局、地方がそれぞれに管理をしており、ア

ナログのデータで存在していることから、情報の共有がされていないので、本調査により、

観光情報のGISモデルデータを作成し、地方と観光情報の共有、連携を図ることが必要であ

る。

2）　旧ソ連統治時代においては、地図は軍事情報で、標記についてもロシア語であり一般に

は公開されていなかったので、今後、一般への地理情報の普及が必要である。そのような背

景から、本調査により作成する観光GISモデルデータについてはグルジア語、英語の標記と

し、海外からの観光客、グルジア一般への普及を図りたいとの要望が観光局側からあった。

3）　観光 GIS モデルデータ作成のための観光情報の提供については、フォーマット化した形

で情報提供の依頼をしてほしいとの要望が観光局側からあった（ただし、観光局側にパソコ

ン等はほとんどないとのこと）。

4）　グルジアの観光資源は、歴史的建造物や、国内に 102 か所存在する保養地（準保養地に

ついては 182か所存在、温泉もあり）等であるので、観光局側としても保養地の観光開発に

重点を置いているとのこと、また、企画段階だが、観光客のためのインフォメーションセン

ターの設立も考えているとのこと（博物館、歴史的建造物、保養地、国立公園、狩猟等の情

報を普及したいとのこと）。

5）　自然保護のプロジェクトが世界自然保護基金（WWF）及び世界銀行の協力により進行中

とのこと。

6）　コーディネーティング・コミッティーへの参加の了解を得た。参加者は、主にギギグ ハ

ラゼ氏になるとのこと。

（3）グルジア法務省表敬

出席者：エカテリーネ グレシドゼ（Ekaterine GURESHIDZE）副大臣、デイビッド エギア

シビリ（Dav i d  EG IASHV IL I）登記庁チェアマン、ギビ ケケリゼ（Gi v i

KEKELIDZE）測地・地図局長、事前調査団

　　事前調査団からの事前調査概要説明後、主な議事については、次のとおり。
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1）　世界銀行の地籍図整備支援のプロジェクトが進行中。座標系はWGS84 で UTM 図法によ

り整備されている。都市部は縮尺 1/500、地方部は 1/2,000 で整備されており、現在データ

を入力中とのこと。また、都市部においては、地籍図は整備されているが、山間部はまだで

あり、50％ぐらいの整備率であるとのこと。

2）　本調査で整備される地形図 1/50,000 を基盤データとして、進捗管理に生かせるインデッ

クスマップ的なGISモデルデータの作成をパイロットエリアで作成することが考えられる。

3）　コーディネーティング・コミッティーへの参加の了解を得た。参加者は、主にエギアシ

ビリ（David EGIASHVILI）登記庁チェアマンになるとのこと。

（4）グルジア天然資源環境省表敬

出席者：ゲオルゲ イムナドゼ（George IMNADZE）副大臣、ラマズ チタナバ（Ramaz

CHITANAVA）水理気象局長、ジオルギイルツフラゼ（Georgii RTFULAZE）国土

警備局長、イバメシベリゼ（Ivame SHVELDZE）地理局長、チコンカ ギオルギ

（Chkonka GIORGI）森林局長、ギビ ケケリゼ（Givi KEKELIDZE）測地・地図局

長、事前調査団

　　事前調査団からの事前調査概要説明後、主な議事については、下記のとおり。

1）　水理気象局長コメント

①　水理気象局はグルジア内の環境（水理、気象、環境汚染）をモニターしている。常設の

観測基地は、1980年代は300か所存在していたが、現在120か所が存在しており減少傾向

である。

②　積雪、湧水、環境汚染等のデータをGIS化できるのでは。現在、それらのデータは紙ベー

スであり、デジタル化は開始されたばかりである。

2）　国土警備局長コメント

　　国土警備局は、国立公園、自然保護区の警備を担当している。現在それらの数を増加する

方向で考えており、業務量もそれに伴い増加する。現在、それらのデータは紙ベースであ

り、GIS のモデルデータベースを作成する本調査に期待をしている。

3）　地理局長コメント

　　地形図を基に、地理に関する（地下天然資源、地質図等）主題図の作成、更新を担当して

いる。現在、それらのデータは紙ベースであり、GISのモデルデータベースを作成する本調

査に期待している。

4）　森林局長コメント

　　植林事業（治山）、植生のモニタリングを担当している。２年前に世界銀行のプロジェク

トにより、本調査対象地域30,000km2以外の地域の山間部の空中写真（S=1/20,000）の撮影、

オルソフォトマップの作成を実施している。

5）　コーディネーティング・コミッティーへの天然資源環境省の上記全局が参加することで

決定をした。

（5）グルジア難民移民省表敬

出席者：エテリ アステミロブナ（Eteri ASTEMIROVNA）大臣、アレキサンドル アビラゼ

（Aleksandr ABYLAZE）氏、ギビ ケケリゼ(Givi KEKELIDZE）測地・地図局長、
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事前調査団

　　事前調査団からの事前調査概要説明後、主な議事については、下記のとおり。

1）　グルジア内には、現在、主に下記の３種類の移民・難民のパターンがあり、難民の数の

登録を行うべく２年前から難民・移民省が国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の援助を

受けて実施しているが、まだ達成されていない。

①　アブハジア及びオセチアからの政治難民 23 万 8,576 人（グルジア全土の難民キャンプ

60 か所に分散）。

②　自然災害により居住区を移ることを余儀なくされた約 60 万人といわれている環境移民

（アジャリア、ゴリ地方から元ギリシャ人居住区サルカ地方への移民含む）。

③　チェチェンからの難民 2,592 名（東グルジアのパンキスキ峡谷に居住）。

2）　上記①については、1996 年 UNHCR からの無償協力により、難民登録のためのアンケー

ト調査(難民・移民省が実施)及びその登録に必要な PC等の供与が実施され、技術移転がな

され、難民プログラムが作成された。UNHCRの事務所は、現在トビリシ市内に１か所、他

地方に２か所存在する。

3）　上記③についても、UNHCRからの無償協力により、難民登録のためのアンケート調査(難

民・移民省が実施)が実施され、難民プログラムが作成された。なお、チェチェン難民につ

いては、グルジア国民ではないので、グルジア政府からの支援が受けられないこともあり、

UNHCRが人道援助も実施しており、人道援助については、現在も継続中である。

4）　コーディネーティング・コミッティーへの参加の了解を得た。

（6）世界銀行地籍図作成支援プロジェクトコーディネーター表敬

出席者：イバネ フィタリーゼ（Ibane FITARIDZE）氏、ギビ ケケリゼ（Givi KEKELIDZE）

測地・地図局長、事前調査団

　　事前調査団からの JICA 概要、本調査概要説明後、主な議事については、下記のとおり。

1）　グルジアの経済状態については、危機的状況である。個人を主体とした民間ビジネス、

国営企業をより発展させるため、法律の変革中である。

・正式な統計ではないが、約 70％の国営企業が民営化されている。

・IMF との関係では 2003 年度にグラントが打ち切りになったが、2005 年に以前の２倍の

額で再開する話がすすんでいる。

・私企業のレベルでの投資が期待されており、2005 年にはグルジアビジネス会議が予定さ

れている（リゾート地は、100％外資、農地は外国法人所有 OK）。

2）　世界銀行はグルジアにおいて下記に関するプロジェクトをこれまでに実施している。

①　農業分野：小規模農家の民営化、旧ソ連時代の潅漑網の補修

②　環境分野：環境保護

③　山間部発展のためのプロジェクト〔国際農業開発基金（IFAD）と世界銀行により実施〕

④　インフラ整備プロジェクト(道路、電気等)

3）　地籍図作成支援プロジェクトの概要は下記のとおり。

①　1992 年～ 税収の増収のための土地改革（農村、都市部とも国有地が無償ですべてのグ

ルジア人に与えられた）が実施された。

②　1996年～ 世界銀行の無償資金によりトビリシ市近郊の空中写真の撮影が実施された。
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③　1998 年～ 2004 年 世界銀行が入札により登記データの数値化、数値地籍図の作成を民

間会社に発注。

・ ツフェータ地区とカルダバニ地区を対象として、登記庁職員はそれら作成に関する

監督を担当。登記庁の職員約 200 名、民間会社にOJTにより技術移転を実施した。

・ 受注した民間会社からは、土地登記の今後の将来像等が盛り込まれた報告書の提出が

された。

・８地区で衛星を使った地図を作成し、地籍の登記が行われた。32地区については、国

の元オフィスを修繕した。

・12 の地域に情報処理センターについても世界銀行のローンにより設置された（セン

ター間の情報ネットワーク化は図られていない）。

・グルジア国内の土地に関する税収は、約 3,000 万ラリ（約 1,700 万米ドルの税収があ

る。税別には、土地の登録税、土地売買時にかかる取得税、固定資産税がある。日本

の相続税のようなものは存在しないとのこと。

④　グルジア全体の地籍図整備進捗状況についてはまだまだ残っており、今後は復興金融

公庫（KfW）、UNDP、米国国際開発庁（USAID）等の他ドナーへの援助へと引き継がれて

いくとのこと。

・グルジアでは地籍図情報は 100％公開されている。

・税率が反映された地籍図の主題図のようなものはないが、今後、作成を検討したいと

思っているとのこと。

（7）教育科学省表敬

出席者：アレキサンダー ディデブリゼ（Alexander DIDEBULIDZE）副大臣、メラブ テブザ

ゼ（Merab TEVZADZE）測地学講座教授、ギビ ケケリゼ（Givi KEKELIDZE）測

地・地図局長、事前調査団

　　事前調査団からの事前調査概要説明後、主な議事については、下記のとおり。

 1）　世界銀行のクレジットで、小中高一貫教育を対象とした 12 年間の教育の改革プロジェク

トが進行中であり、現在その５年目であるとのこと。使用される教科書は、全国統一のもの

だが、内容の変更対応は可能とのこと。

2）　日本の小学４年生で学習する地図記号、等高線を立体化する等の学習は、グルジアでは、

ある程度の数学の知識も必要とされているので、中学１年生時に学習している。

3）　初等教育だけではなく、高等専門学校、大学等にも GIS の教育をする等のことを考えて

ほしいとのこと。

4）　測地学講座の機材状況は DGC よりも不足している。特にトータルステーション、レベ

ル、GPS、図化機が不足しているので、測地学講座にも機材供与の協力をしてほしいとのこ

と。

（8）外務省アジア・アフリカ局表敬

出席者：アカキ ロミドゼ（Akak i  Lomidze）局長、ミハイル パタシュリ（Mikhe i l

PATASHURI）第一秘書、ギビ ケケリゼ（Givi KEKELIDZE）測地・地図局長、事

前調査団
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事前調査団からの事前調査概要説明後、主な議事については、下記のとおり。

1）　2004 年度の本格調査開始のために、S ／Wの署名については、2004 年 12 月中にグルジ

ア側の署名ができるよう調整を局長にお願いした。

2）　公的に認められた文書であることを証明するために、在アゼルバイジャン日本国大使館

から、署名なしのS／W最終版をグルジア外務省のアジア・アフリカ局に送付してもらうよ

う依頼があった。在アゼルバイジャン日本国大使館からグルジア外務省側に送付できない場

合の対応を問うたところ、並行して、グルジア DGCから、以前在アゼルバイジャン日本国

大使館から送られたS／Wのドラフトについての変更点を記載したレターをグルジア外務省

側に提出し、それをもって、財務省、法務省、経済開発省の関係省庁と調整を進めるとの回

答を得た。

3）　アカキ ロミドゼ（Akaki Lomidze）局長としては、今後、プロジェクト実施の迅速化のた

めに、大統領令の発令を待たないと実施機関の承認ができないシステムを是正するよう提言

するつもりであるとのこと。

4）　2005 年度には、日本に在日グルジア大使館が設置される予定であるとの情報を得た。
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第２章　本格調査への提言

２－１　調査の背景と目的

（1）調査の目的

　　グルジアにおいては、旧ソ連時代の1970～ 1980年代に国土基本図として1/50,000地形図の

全国整備が行われているが、1991年の独立以降、内戦による混乱、経済的困窮から更新はなさ

れず、整備及び維持管理を行う国家測地・地図局（DGC）技術者の多くも流出することとなっ

た。このため内戦後の復興、農業改革、土地の民主化、難民支援等に必要となる地形図を早急

に整備し、効率よく維持更新するための技術協力が求められたものである。

　　本調査は、上記要請を受け、グルジアにおいて縮尺1/50,000のデジタル地形図及び地理情報

システム（GIS）モデルシステムを作成するとともに、これらを継続的に維持更新していける

よう、地形図等の作成に必要な技術移転、人材育成等を行うことを目的とする。

（2）調査の基本方針

　　本件調査は DGC の地図作成能力を高め、今後独力でデジタル地図を作成、維持・管理する

ことが可能となるよう、技術移転を重視した形で実施することを基本方針とする。

２－２　調査対象地域

　調査対象地域は、北部及び南部の山岳地域、アブハジア自治共和国及び国境地帯を除いたグル

ジア国中央部の約30,000km2（図２－１）とする。グルジアは北に大コーカサス山脈、西は黒海、

南は小コーカサス（メスヘティ）山脈に挟まれ、ロシア連邦、トルコ、アルメニア及びアゼルバ

イジャンと国境を接している。西部は温暖湿潤な平野が広がるが、西部はやや乾燥した大陸性

気候の丘陵地となっている。

　首都トビリシ他重要な地域を対象とする対象地域について空中写真撮影及びデジタル地形図を

作成するほか、一部モデル地域を対象に、GIS モデルシステムを作成する。
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（2）空中写真撮影

　　対象地域には高山があることから、撮影計画立案にあたっては、オーバーラップ、及びサイ

ドラップ切れに注意して撮影管理を行うものとし、以下の空中写真を撮影する。

1）　撮影にあたっては、キネマティック位置情報システム（GPS）測量により写真主点の座標

値を求める。また、空中写真はスキャナーを用いてラスター化し、CD-ROM に記録する。

①　縮尺：1/40,000

②　種類：白黒

③　面積：約 30,000km2（図２－１）

④　オーバーラップ：60％以上

⑤　サイドラップ　：30％以上

2）　写真撮影適期について

　　旧ソ連の資料における、コーカサス及び黒海沿岸の撮影可能日数は、

　　５月：９日、６月：13 日、７月：15 日、８月：15 日、９月：10 日、10 月：７日

　　とあるが、グルジアでは４、５月が適期とされている。

（3）刺針作業

　　基準点及び標定点の刺針作業はDGC職員が主体的に行うものとする。刺針精度は後続の空

中三角測量の精度を大きく左右することになるので､この作業の調査団担当者は､DGCの作

業担当者に十分な写真判読、偏心刺針技術を指導・監督する必要がある｡刺針に際しては、写

真上で認識可能と思われる道路の交点及び構造物の付近等、偏心刺針が容易な地点を選定す

る。

　　刺針作業は必要に応じて部分引き伸ばし写真を用いる。

　　また、必要に応じて現地測量補助員等の現地雇用を行うものとする。

（4）写真判読・現地調査

1）　新規作成部分現地調査

　　空中写真撮影の成果を用い、写真判読及び現地調査を行う。現地調査は、空中写真によっ

て、判読が困難な地物について、補足的に行う。なお、調査はDGC 職員が主体的に行うも

のとし、調査団はグルジアが従来行っている写真判読、現地調査手法について調査、分析の

うえ、監督・技術指導を行う。

　　現地調査に用いる航空写真は原則として密着写真とするが、必要に応じて２倍引き伸ばし

写真を用いる。

2）　修正部分現地調査

　　修正対象地域の現地調査にあたっては、本調査の全体が 30 か月で計画されており従来か

ら行われている現地調査方式を説明し、十分な理解を得たうえで調査を開始する必要があ

る。

　　現地調査に必要な資材及び資料はDGC所有の物を使用することとし、測量補助員等の現

地雇用を必要に応じて行うものとする。
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（5）空中三角測量

　　空中写真撮影成果、標定点等刺針成果の結果を基に空中三角測量を行う。

（6）数値図化

　　空中三角測量の結果を基に数値図化を行う。また、全モデルのDEMを作成し、等高線を自

動発生させる。DEM のメッシュ間隔は 40m、等高線間隔は平野部 20m とする。

　　修正対象個所の図化については変化部分を修正した後、数値図化を行う。DGC職員は解析図

化機の経験を有しているが、デジタルフォトグラメトリー機器は有しておらず、同機器を導入

しての技術移転を行う必要がある。

（7）数値編集・記号化

　　上記の工程で作成されたデータをラインマップとして使用できるように数値編集・記号化を

行う。図式、地図記号等の仕様については、グルジア側と協議された仕様に基づくものとす

る。

　　DGC は地図記号化し、出力した場合に既存の紙地図と大きく異ならないような地図記号化

に関する技術移転を強く望んでいる。

　　調査団は、この工程の技術移転にあたっては、上記について十分に配慮する必要がある。

（8）構造化

　　本調査によるデジタル地図作成及びGISモデル作成は、グルジアを対象とするGIS基盤デー

タ整備事業の一環をなすものである。

 　　本調査では、修正対象地域については既存地形図の修正を行ったうえで構造化を行う。

C ／ P には構造化を行った経験がないため、本調査では必要な機器及び関連するソフトを用

いた技術移転を行い、その一環として、これら機器の操作及びデータ処理に関するマニュアル

等を作成する必要がある。

（9）CD-ROM 化

　　（8）までに作成された、各種デジタルデータを CD-ROM 等の適切な媒体に格納する。

（10）地形図印刷（現地再委託）

　　グルジア国内に地形図の印刷を行った実績のある印刷工場があり、印刷は現地再委託を想

定する。地図印刷の検査にあたっては、検査手法等について DGCに十分指導し、技術移転を

図る必要がある。

（11）セミナー・ワークショップの開催

　　本調査で作成される成果を用いて、セミナー及びワークショップを開催する。本調査成果

がグルジア関係機関に周知され、成果が十分に利用される機会とする。

（12）コーディネーティング・コミッティー及びタスクフォースの設置

　　GIS モデルシステムを作成するため、関係省庁の代表からなるコーディネーティング・コ
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ミッティーを設置する。またコミッティーの下に実務者により技術的課題を検討するタスク

フォースを設ける。

（13）GIS モデルシステム

　　地理情報の普及促進の一環として、下記のような GIS モデルシステムを作成し、コーディ

ネーティング・コミッティー、ワークショップ、セミナー等においてデモンストレーションを

行うことが効果的であると考えられる。

1）　施設計画・管理 GIS

　　施設の計画・管理については十分に行われていないのが実態であるように思われる。今

回の事前調査では十分に調査を行う期間がなかったが、停電が地方を中心に頻発してお

り、GIS により、その現状把握、対応策検討、効果のシミュレーション等を行うことができ

れば効果的であるように思われる。ただし、必要となる既存情報の有無は不明である。

2）　森林管理 GIS

　　世界銀行によるプロジェクトが実施されているが、体制及び法整備が中心となってお

り、また今回の地形図整備対象範囲と対象地域が異なっている。

　　空中写真、人工衛星画像等を利用した森林管理方法についての提案が効果的であるもの

と考える。

3）　観光 GIS

　　 観光客誘致のため、史跡、景勝地、自然公園、交通網、宿泊施設等に関する情報をGISに

より視覚化する方法の提案が効果的であるものと考える。

4）　難民管理計画 GIS

　　GISを用いて国内難民の時系列変化、民族分布、出身地分布等の視覚化等が効果的である

ものと考える。

5）　地籍プロジェクトへの協力

　　同プロジェクトは地籍図の整備を完了しており、土地登記を進めているところである。

　　1/50,000地形図はプロジェクトの進捗管理に有効であると思われるが、特にGISのカスタ

マイズ等は必要ないものと考える。

6）　教育用 GIS

　　GISを用いて、生徒児童の理解を助ける、ビジュアル化した資料の試作を行うことが効果

的であるものと考える。

２－４　本格調査工程と要員構成

（1）本格調査の調査工程案

　　次に本格調査の工程案を示す。
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2）　測地部（State geodesy Control Administration）

　　基準点に関する整備計画・技術基準・発注・検査等を担当

　　定員６名であるが、現在の職員数２名

3）　地図部（Cartographic Administration）

　　基本図（地形図）以外の地図（主題図、地勢図、行政界図等）に関する整備計画・技術

基準・発注・検査等を担当

　　定員６名であるが、現在の職員数３名

4）　地図管理部（State Fund of Geodesy and Cartography）

　　地形図（印刷図、原図）、空中写真等の整理・保管・情報提供（販売を含む）及び行政

界、地名、自然公園区域等に関する調査・情報管理を担当

　　定員５名であるが、現在の職員数７名

5）　保守部（Maintenance division）

　　電気設備等の保守を担当。定員５名

6）　技術部（Technical personal）

　　地形図等の作成、基準点網の整備などに関する事業内容の決定、検査は基本図部、測地

部、地図部が行うが、実務は技術部が担当している。技術部だけでは実施できない場合は

民間会社に外注し、発注部と技術部で監督を行っている。なお、行政界、地名等の調査に

関しては、地図管理部職員が実務も行っている。

a．測地担当

　　基準点測量、標定点測量等を担当。６名

b．現地調査担当

　　現地調査、現地補測等を担当。４名

c．情報入力担当

　　地物の描画、地名等の入力を担当。６名

d．編集担当

　　情報入力担当に対して、フォント・線の太さ、レイアウト等デザインの指示を行う。

主題図作成も担当（ただし、ほとんどの主題図は外注により作成されている）。２名

e．写真測量担当

　　ステレオ図化、空中三角測量、刺針を行う。２名

7）　経理部

　　経理担当。定員４名

（2）DGC における地形図整備状況

1）　1/10,000 地形図：3,100 面

　　全国で3,400面のうち85％が整備済み。なお、78面については独立後にグルジア語版で

作成している。

2）　1/25,000 地形図

　　全国で約 800 面のうち 40％が整備済み。これは、独立時に原図等を旧ソ連から引き継

げたのが 40％のみであったことを意味している。なお、独立後に整備した地形図は約

40 面あるが、すべてロシア語でグルジア語のものはない。
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3）　1/50,000 地形図：240 面（全国整備済）

　　旧ソ連時代の 1970 ～ 1980 年代に整備されて以来、更新はなされていない。

　

（3）カウンターパート機関の技術力

　　技術部、地図管理部等実務を担当している者は、アナログ方式の技術のみであるが、OJT

に必要な基礎的技術を有している。また、技術移転に対する意欲・期待度も非常に大きい。

　　一方管理職に関してはマネージメント及び調整能力に個人差が大きい。旧ソ連式の考え方

が染みついた一部ベテランだけでは、コーディネーティング・コミッティーの運営などは困

難であると思われ、実務を担える若手管理職をカウンターパートに要求する必要があるも

のと考える。

２－５－２　必要な技術及び基本的移転方針

（1）技術移転方針

　　DGCはアナログ手法を用いて、地形図作成の各工程（標定点測量、現地調査、ステレオ図

化、現地補測、編集等）を実施している。しかし、予算及び人員の削減により、従来の手法

では地形図の整備・維持更新ができなくなっているのが現状である。この問題を解決する

ためにはデジタル地図作成技術を導入し、効率よく地形図を作成・更新する体制を構築す

る必要がある。

　　また、デジタル地図の整備及び利用促進にあたり、関係機関との情報・意見交換等が必要

となるため、コーディネーティング・コミッティー等を通した調整方法についても技術移転

を行う必要がある。

　　一方、1999 年の大統領令により世界座標系（WGS84）への移行が決定しているが、移行

に伴う業務を十分に行えていない状況にある。この移行に必要な技術としては、GPS 基準

点の整備・座標変換パラメータの算出・基準点成果の座標変換等があげられるが、本開発

調査により技術移転を行うには規模が大きすぎることから、専門家派遣、研修等他のスキー

ムと組み合わせて技術協力を行うことが適切であると考える。

（2）技術移転項目

　　グルジア国家地図作成機関としてDGCはアナログ方式により、少ないながらも地形図の

整備を行ってきている。しかし、旧ソ連時代から引き継いでいるマネージメントシステム

は効率的とは言い難く、予算・人員が削減された現状においてはより効率的な方法に見直す

必要がある。またデジタル地図作成の導入により、コンピュータの取り扱いだけでなく、

ユーザー機関との対応も変化している。これらに対処するため、以下にあげる項目を優先

的に技術移転すべきであると考える。

1）　計画策定・進捗管理・成果管理に関する技術移転

　　標定点測量、現地調査、現地補測

2）　デジタル地図作成に関する技術移転

　　空中三角測量、数値図化、数値編集

3）　GIS 利活用に関する技術移転

　　GIS モデルシステム作成
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4）　関係機関との調整に関する Capacity Building

　　コーディネーティング・コミッティー運営

２－５－３　技術移転用機材

1）　GPS、トータルステーション、デジタルレベル、成果解析用機器等

　　標定点測量を行うための測量用機材

　　DGCは基準点現況調査を実施していないため、標石調査用ハンディGPSも必要と思われ

る。

2）　数値図化機

　　航空写真画像データを読み込み、空中三角測量を行うとともに、等高線や地物を描画する

など、地形図の図形データを作成するためのシステム

3）　数値編集機

　　各図形データについて、道路、河川、行政界等地物に応じた地図記号や名称等を付与する

ためのシステム

4）　GIS

　　構造化、GIS データ作成及び GIS データの検査を行うためのシステム

　　また、GIS モデルシステムのプレゼンテーションにも利用する。

5）　印刷用データ処理システム

　　印刷用に色版毎に再構築し、データのファイル形式を変換するためのシステム

6）その他

・旧版地形図をデジタル化するためのスキャナー

・データを出力し、点検を行うためのプロッター

・上記機器を LAN で結び、管理するためのネットワーク・サーバー

・電源供給を安定化し、システムを保護する発電機、UPS、スタビライザー等

・GIS モデルシステムのプレゼンテーションに必要なプロジェクター等

２－６　本格調査実施上の留意点

　ここでは、グルジアにおいて作業を行う際に留意すべき事項について記述する。

２－６－１　気　候

（1）航空写真撮影適期

　　３～５月が適期である。

（2）現地調査適期

　　対象地域中央南部の山地（対象地域の約 20％の面積にあたる）では、12 月中旬から４月

中旬まで降雪のため屋外作業はできない。これ以外の地域では１年を通して屋外作業が可能

である。

２－６－２　規則・制度

（1）測量・空中写真撮影に関する許認可

　　グルジア国内の基準点の使用についてはC／ P機関であるDGCが所管しているため、問
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題はない。空中写真撮影については、軍及び民間航空局の許可が必要であるが、手続き等に

ついては DGC が処理することになっている。なお、撮影許可の取得にあたっては、申請手

続きから許可の取得までに約２～４週間必要なため、十分に注意する必要がある。

（2）航空写真、地形図の国外持ち出しについて

　　基本的に問題はない。

　　持ち出し時の軍の同行、軍への手続きについてはDGCが国防省と協議を行うこととされ

ている。

（3）土地の立ち入り

　　土地の立ち入りについて特に問題となる箇所はない。

２－６－３　DGC の保有する機材

（1）測地測量機材

1）　GPS（Leica ２周波）３台保有（うち１台故障中）

2）　トータルステーション　２台

3）　セオドライト（ロシア製）４台

4）　水準儀　５台

5）　測距儀　２台

（2）図化機

　　PLANICOMP P33　２台

（3）数値編集機

1）　MicroStation ver.4　４セット

2）　AUTO-CAD MAP

（4）その他コンピューター周辺機器

1）　デジタイザー

　　Calcomp Digitazer 9100　１台

2）　プロッター

　　HEWLET PACKARD　Design Jett 750C １台

　

（5）空中写真複製用機材

1）　Contact Printer １台

2）　偏歪修正機　１台

２－６－４　安全上の留意点

　調査対象範囲内において、地雷、危険な動物、風土病等安全上特に注意が必要となる事項は

ない。
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２－６－５　その他

（1）通　訳

　　公用語はグルジア語で、英語が話せる人は限られている。ロシア語はほとんどの人が話

せるが、外国人相手以外に使用されることはほとんどないようである。また、古い資料は

ロシア語で書かれている一方、新しい資料はグルジア語で書かれており、地形図もグルジ

ア語表記とすることを考慮する必要がある。グルジア語－ロシア語－日本語を解する通訳の

確保は極めて困難であるため、グルジア語－英語、日本語－ロシア語等の通訳を併用する

ことが現実的であると考える。

（2）公的機関等の勤務時間について

　　９：00 ～ 17：00

　　土曜及び日曜日は休日

（3）電力供給

　　220V　50Hz

　　電力供給が非常に不安定であり、24 時間電力供給されているのはトビリシ市に限られる

とのことである。地方都市においては、18 時間供給を目標としているのが現状とのことで

あった。なお、トビリシ市においても頻繁に停電は発生しており、コンピューターを使用し

た作業には発電機、無停電装置（UPS）、スタビライザーの使用は欠かせない。

（4）コンピューター関係販売会社

　　トビリシ市内にコンピューター販売店は点在しているが、大規模販売店はみられず、基本

的にハードウェアのみ販売している。OS を含むソフトウェアに関しては、正規品を見かけ

ることはまれで、書店、デパート、のみの市等で海賊版が販売されている。

（5）消耗品の供給について

　　コンピューター関係の消耗品の供給は限られており、プリンターのインク等型によって

は入手できない可能性が高い。また、価格も高い場合が多い。さらにレシートの発行を要

求すると 18％税金分を上乗せされることがある。

（6）通信手段について

　　山間部を除けば、約 80％の地域で携帯電話を使用できる。

　　外国人は携帯電話の契約ができないため、購入にはグルジア人の協力が必要となる。

　　なお、無線機については DGC 等使用組織が許可を得る必要がある。

（7）インターネットについて

　　海外ローミング・サービスのアクセスポイントがないため、地元プロバイダーに申し込

む必要がある。ただしホテルに宿泊する場合は、ホテルが契約するプロバイダーを利用で

きる場合がある。
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（8）道路網について

　　一部を除き道路の状態は非常に悪い、降雨時等通行できずに迂回を余儀なくされる場合

がある。また、運転マナーも悪く、トビリシ市内では降雨日の夕刻等は大渋滞となる。

（9）レンタカーについて

　　ドライバー賃金、燃料代込みでパジェロクラスが１日 170 米ドル程度である。

　　ただし、走行距離、利用時間、走行場所等条件によって料金は異なり、交渉によって決め

られることが多い。地域によってはカージャックのおそれもあるため、料金が高くなると

のことであった。

　　セダン車で主にトビリシ市内を走行するのであれば、１日 80 米ドル程度で借りることが

できる。

（10）宿泊施設

　　調査対象地域内各地に調査団が宿泊可能なホテルが存在する。

　　外国人向けホテルで１泊 80 ～ 100 米ドル、DGC職員が利用するホテルで 50 米ドル／泊

程度、ドライバーは 30 米ドル／泊程度のホテルを利用している。

（11）人件費

　　測量助手の人件費が700米ドル／月、ドライバー及び人夫の人件費が400米ドル／月程度

である。
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